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募 

集

◆
◆
◆

防
衛
省
・
自
衛
隊
か
ら
の
お
知
ら
せ

各
種
自
衛
官
な
ど
採
用
試
験

●
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒
（
推
薦
）

・
募
集
人
数
／
60
人
程
度

・
受
付
期
間
／
11
月
1
日（
水
）
～
12
月

1
日（
金
）

・
試
験
日
／
平
成
30
年
1
月
6
日（
土
）

～
8
日
（
月
）
の
い
ず
れ
か
1
日

・
受
験
資
格
／
男
子
で
中
卒
（
見
込
み
含

む
）
以
上
17
歳
未
満
の
成
績
優
秀
か
つ

生
徒
会
活
動
な
ど
に
顕
著
な
実
績
を
修

め
、
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

●
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒
（
一
般
）

・
募
集
人
数
／
2
6
0
人
程
度

・
受
付
期
間
／
11
月
1
日（
水
）
～
平
成

30
年
1
月
9
日（
火
）

・
試
験
日
／
平
成
30
年
1
月
20
日（
土
）

・
受
験
資
格
／
男
子
で
中
卒
（
見
込
み
含

む
）
以
上
17
歳
未
満
の
者

●
自
衛
官
候
補
生
（
男
子
）

・
受
付
期
日
／
受
験
日
前
日

・
試
験
日
／
11
月
25
日（
土
）・
12
月
16
日

（
土
）

・
受
験
資
格
／
18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
者

問
防
衛
省
・
自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力

本
部
有
田
募
集
案
内
所　

☎
８
２
‐

６
６
３
１

清
水
斎
場
管
理
運
営
業
務
兼

運
転
業
務
委
託
員
を
募
集

●
業
務
内
容
・
募
集
人
員
数
／
清
水
斎
場
管

理
運
営
業
務
兼
運
転
業
務
委
託
員　

1
人

●
申
込
受
付
期
間
／
11
月
1
日
（
水
）
～

平
成
30
年
1
月
31
日
（
水
）

●
業
務
委
託
料
／
年
間
66
万
円
（
月
額

5
万
5
，0
0
0
円
）

●
作
業
委
託
料
／
1
回　

1
万
5
，

0
0
0
円（
基
本
勤
務
時
間　

8
時
間
）

●
業
務
時
間
／
1
回
あ
た
り
2
人
勤
務
で

の
交
代
制

①
通
夜
実
施
日
／
9
時
～
17
時
ま
た
は
12

時
～
20
時

②
告
別
式
実
施
日（
火
葬
業
務
）
／
9
時

～
17
時
ま
た
は
9
時
～
16
時
と
翌
日
1

時
間
の
い
ず
れ
か

●
申
込
資
格
条
件
／
①
～
④
の
要
件
を
全

て
満
た
す
人

①
昭
和
31
年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

②
住
所
地
が
有
田
川
町
の
人

③
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
有
す
る
人

④
有
田
川
町
町
税
・
水
道
使
用
料
・
下
水

道
使
用
料
・
住
宅
使
用
料
・
保
育
所
負

担
金
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

※
地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
該
当
す
る
人

は
受
験
で
き
ま
せ
ん

●
選
考
方
法
／
面
接

●
業
務
委
託
契
約
期
間
／
平
成
30
年
4
月

1
日
か
ら
1
年
間
（
以
降
1
年
ご
と
に

委
託
契
約
を
更
新
）

問
清
水
行
政
局
建
設
環
境
室

案 

内

◆
◆
◆

道
路
に
張
り
出
し
て
い
る

樹
木
な
ど
の
管
理
を

お
願
い
し
ま
す

道
路
を
管
理
し
て
い
く
上
で
、
町
民
の

皆
さ
ま
の
協
力
が
大
き
な
支
え
に
な
っ
て

い
ま
す
。
生
け
垣
や
木
の
枝
が
道
路
に
張

り
出
す
と
、
通
行
し
づ
ら
い
だ
け
で
な
く
、

道
路
標
識
を
見
え
に
く
く
な
る
な
ど
、
交

通
事
故
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
台
風
・
大
雨
時
に
は
倒
木
や
樹

木
の
散
乱
な
ど
に
よ
り
、
道
路
利
用
者
に

危
険
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
事
故
や
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に

防
止
し
、
皆
さ
ま
が
安
心
し
て
生
活
す
る

た
め
に
も
、
道
路
上
に
張
り
出
し
た
樹
木

な
ど
は
所
有
者
の
責
任
と
し
て
、
枝
の
せ

ん
て
い
や
伐
採
な
ど
、
適
正
な
管
理
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
吉
備
庁
舎
建
設
課

下
徳
田
地
区
担
当
の
民
生
委
員

児
童
委
員
が
代
わ
り
ま
し
た

下
徳
田
地
区
担
当
の
民
生
委
員
児
童
委

員
が
星
田
仁
志
さ
ん
か
ら
出
合
弘
吉
さ
ん

に
代
わ
り
ま
し
た
。

地
域
住
民
の
立
場
に
立
っ
て
、
秘
密
を
守
り

活
動
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課

広告

お知らせお知らせ 問…問い合わせ　■申…申し込み


